
⑴ 介護情報基盤

⑵ ケアプランデータ連携システム（国保中央会）

⑶ 行田市ケアプランデータ連携システムライセンス料等補助金

生産性向上へむけたDX推進

行田市高齢者福祉課
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令和７年１１月１７日（月）
在宅医療・介護連携推進に係る多職種合同意見交換会



介護（医療）人材不足と生産性向上の必要性
2.必要となる介護サービス量と介護人材の見込み

〇2030年には、すべての介護サービス量が増加する見込みのため、これらのサー
ビスを提供するためには、現状より＋190人の介護人材の確保が必要。
（＋190人は有資格者以外の人材も含む）

〇生産年齢人口の急減見込みを踏まえれば、特に人手を多く必要とする入所
サービスの供給増加は困難ではないか。

〇高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けていくこと
が出来るようにするためには、入所以外のサービスをより充実させることが必要で
はないか。

・入所サービス（介護系） 特別養護老人ホーム、有料老人ホーム 等
・入所サービス（医療系） 介護老人保健施設 等
・通所サービス（介護系） 通所介護 等
・通所サービス（医療系） 通所リハビリテーション 等
・訪問サービス（介護系） 訪問介護、訪問入浴介護 等
・訪問サービス（医療系） 訪問看護 等
・その他 短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、福祉用具

貸与、居宅介護支援、介護予防支援 等

2022年(2023年3月利用分） 2030年（見込み）

入所サービス 通所サービス 訪問サービス その他

医療系161
介護系715

合計6,786

＋1,156人

（月利用人数）

介護人材（医療・看護人材）が
＋190人必要となる見込み

医療系 393
介護系1,055

医療系286
介護系468

その他3,708

合計7,942

医療系182
介護系840

医療系 481
介護系1,161

医療系345
介護系539

その他4,394

1.生産年齢人口（15歳以上65歳未満）の推移

〇生産年齢人口は2040年に向けて、急減していく見込み。
行田市では2040年は2023年と比較して、約3分の２に減少する。

〇介護分野における人手不足も深刻化するおそれが高い。
（市有効求人倍率：2.51倍（2023年5月現在））

2023年 2030年（推計） 2040年（推計）

380万

433万

45,055

454万

29,952
38,748

埼玉県

行田市

（人）
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⑴ 介護情報基盤

第9期行田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
第2回策定委員会資料
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出典：厚生労働省老健局老人保健課 介護保険計画課 「令和7年度第1回介護情報基盤に係る自治体説明会」令和7年9月2日⑴ 介護情報基盤
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出典：厚生労働省老健局老人保健課 介護保険計画課 「令和7年度第1回介護情報基盤に係る自治体説明会」令和7年9月2日⑴ 介護情報基盤



出典：厚生労働省老健局老人保健課 介護保険計画課 「令和7年度
第1回介護情報基盤に係る自治体説明会」令和7年9月2日

✓ 厚生労働省HP 「介護情報基盤について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59231.html

✓ 介護情報基盤ポータル
https://www.kaigo-kiban-portal.jp/
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ケアプラン・サービス事業所利用予定・実績データのオンラインやりとり

公益社団法人国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポート」

https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html

⑵ ケアプランデータ連携システム
（国保中央会）
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ケアプラン・サービス事業所利用予定・実績データのオンラインやりとり⑵ ケアプランデータ連携システム
（国保中央会）
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ケアプラン・サービス事業所利用予定・実績データのオンラインやりとり

介護情報基盤への組み込み

ケアプラン・サービス事業所利用予定・実績データのオンラインやりとり⑵ ケアプランデータ連携システム
（国保中央会）
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⑶ 行田市ケアプランデータ連携システムライセンス料等補助金

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(１) 次条に規定する補助金の交付の対象となる経費について、当該補助金交付の申請をしようとする年度において、他の法令又は予算
制度による補助金の交付を受けていないこと。

(２) 本市の市税等に滞納がないこと（既に分割納付中又は分割納付誓約書を提出した場合を含む。）。
(３) 代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと。

(１) ライセンス料 １事業所当たり年額21,000円
(２) 初期導入支援費用 実際に要した初期導入支援費用の額とし、１事業所当たり

10,000円を上限とする。

補助対象者

補助対象経費及び補助額

補助金の交付期間

(１) ライセンス料に係る補助金については、システムを導入した年度から３年間とする。
(２) 前号の規定にかかわらず、他の法令又は予算制度により同様の補助金の交付を受け

た場合は、その補助金の交付を受けた翌年度から３年間とする。
(３) 初期導入支援費用に係る補助金については、システムを導入した年度のみとする。

本市に住所を有する介護サービス事業所

市ＨＰ「ケアプランデータ連携システムのライセンス料等を補助します」
https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/kenkouhukushibu/koreisha_fukushi/hojo_josei/11306.html


